
令和５年７月２０日  

 

福島県社会保険労務士会会員各位 

（一社）社労士成年後見センター福島 

理事長 田中竜夫 

 

 

成年後見人等養成研修の開催について 

 

 「一般社団法人社労士成年後見センター福島」は、その前身の任意団体を平成 28（2016）年 3月に設

立しました。その後、平成 30（2018）年 2月に法人化し、現在の姿になりました。 

 任意団体設立後現在までの受任件数は、累計で 49件です。 

 また、連合会の働き掛けもあり、最高裁判所のＨＰの「成年後見関係事件の概況」に、令和 4年度から

「社会保険労務士」が後見人等を受任した件数が載るようになりました（令和 4年 1月～12月の社労士

の新たな受任件数は 107件）。 

 

さて、センターの事業の一つに、「任意後見人、成年後見人、保佐人及び補助人の養成」があります。 

この事業方針に従い、本年度の成年後見人等を養成する研修を下記のとおり開催いたします。 

 

※注 養成研修は受講希望者が２名以上の場合に開催します。希望者が 1 名の場合は実施しま

せんのでご了承ください。 

 

記 

 

１．日  時  令和 5年 １０月１３日（金） 

１０月２０日（金） 

１１月１０日（金） 

１１月１７日（金） 

１１月２４日（金） 

※ 時間はすべて 9：30～16：30（研修時間６時間）です。 

※ 最終日の午後は、センター会員の研修も兼ねます。 

 

２．場  所  1日目～4日目  福島県社会保険労務士会研修室 

 （福島市御山字三本松１９－３、電話 024－535-4430） 

 5日目  郡山市中央公民館 （午前）第 6講義室 （午後）第 5講義室 

 （郡山市麓山１丁目８−４、電話 024-535-0111） 
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３．対 象 者  福島県社会保険労務士会会員 

 

４．受講料等 

受講料等については以下の通りです。初日に集めますのでご準備願います。 

         ５日間全日分 25,000円 （テキスト代を含む） 

 

５．申込方法  準備の都合がありますので、「受講申込書」により ９月１５日（金）までに 

センター事務局（社会保険労務士法人 真船事務所）にお申込みください。 

 

６．その他 

① 一部の日程のみの受講はできません。５日間受講可能な方のみが対象です。 

② １科目あたり遅刻は１５分までとし、それ以上の遅刻は、その科目の修了とはみなしません。 

③ やむを得ない理由がある場合、６時間まで欠席を認めます。欠席した分は、補講またはレポートの

提出により受講したものとします。 

④ 昼食は各自準備してください。 

⑤ 連合会会員専用ページの研修システム内に「成年後見の基礎と実務」の研修ページが開設されてい

ます。成年後見についての基礎的な内容に関するものですので、ぜひご覧ください。 

会員専用ページ ホーム>研修システム>講座一覧>成年後見の基礎と実務 

 

※不明な点がありましたら、研修担当の菅沼（0241-24-3980）まで連絡をお願いします。 

 

-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

締切 9月 15日㈮ 

令和  年  月  日  

 

社労士成年後見センター福島事務局（社会保険労務士法人 真船事務所）行 

（FAX：0248-29-8193、E-mail: amafunana@yahoo.co.jp） 

 

成年後見人養成研修 受講申込書 

 

 

    支部   氏 名               

 

    連絡先電話番号                    

    メールアドレス                    
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